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「米国政府の追加関税措置等対応特別融資」の取扱開始について  

 

 

高知銀行（頭取 海治勝彦）は、このたびの米国の追加関税措置の発効と相互関税の

発表を受け、影響が懸念される中小企業や個人事業主の皆さまの円滑な資金繰りを支援

するため、下記のとおり「米国政府の追加関税措置等対応特別融資」の取扱いを開始い

たしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

取扱期間 ２０２５年４月１１日（金）～２０２６年３月３１日（火） 

取 扱 店 全店（よさこいおきゃく支店を除く） 

対 象 者 
米国政府による追加関税措置等に伴い、事業に影響を受ける法人およ

び個人事業主のお客さま 

資金使途 運転資金・設備資金 

融資金額 １億円以内 

融資期間 １０年以内（据置期間１年以内） 

融資利率 当行所定の利率（変動金利） 

相談窓口 各営業店（よさこいおきゃく支店を除く）へお気軽にご相談ください。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

こうぎん 

 

【本件に関するお問い合わせ】 
高知銀行 融資統括部 

担当：伊東 ℡ 088-871-1190 


